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（続き） 

No. ご 意 見 内 容 市 の 考 え 方 

1-1 ・都市農地を都市に「あるべきもの」として、本

市における水田の虫食い的宅地化に歯止めを

かけ、保全・活用への方向を持っていることを

強く支持する。都市緑地法等、有効な法の活用

をさらにすすめてほしい。 

・都市緑地法や都市農業振興基本

法などの趣旨を踏まえ、本計画

でも基本方針に農地の保全、活

用を位置付け、積極的に施策を

推進していきます。 

1-2 ・①「北名古屋市都市農業振興基本計画（案）」へ

のパブリックコメントでも出しましたが、熊之

庄水田（熊野中・師勝北小付近の、宮地、大畔、

西出、射矢重の水田）の冬期湛水化をぜひ議論

してほしい。これを〈緑化重点地区〉にして、

北名古屋市の魅力の先進的発信地にできる。 

・合瀬川の牛流の取水口のすぐ近くの下流である

絶好の条件、また名古屋芸術大学東キャンパ

ス、熊野中、師勝北小、もえの丘があることを

活かし、教育・芸術とも連携した 4つめの〈交

流核〉が構想できる。 

・P7-1 7章「７―１緑化重点地

区」にありますとおり、熊之庄

（生産緑地）周辺を緑化重点地

区に設定しております。いただ

いたご意見は、具体的な事業化

に向けて参考とさせていただき

ます。 

・熊之庄（生産緑地）周辺の緑化重

点地区の具体的な整備検討の際

には、近隣施設との連携などに

ついても検討してまいります。 

1-3 ・②公園だけでなく、市民からのアイデアを活か

したり、市民が参画して協働したりする場をつ

くってほしい。特に、次世代の子どもたちを〈主

体〉と位置づけてほしい。「北名古屋市教育大

綱」で「学校・家庭・地域の協働による絆づく

りと地域を担う人づくり」が基本的方向性とし

て打ち出されているが、緑をめぐる本計画が扱

う課題なども、「総合的な学習の時間」などで、

小学生・中学生に〈諮問〉してはどうだろうか。

今リアルにある地域の問題に取り組むことこ

そ、「社会に開かれた教育課程」の先進的活動に

なる。コミュニティスクール化をいちはやく終

え、地域学校協働に積極的な本市にこそ挑める

夢のある取り組みになろう。 

・P8-3 第８章「８―２施策の推

進に向けて」にありますとおり、

市民協働によるまちづくりを実

行してまいります。具体的な子

どもたちの取り組みについて

は、施策の事業化に当たり、関係

機関と検討・調整してまいりま

す。 



 

No.  ご 意 見 内 容 市 の 考 え 方 

2 ・昨今、柿・蜜柑などの果樹を植えて、農地として土

地利用している証とされている方々が見受けられ

ます。課税額を低くするために工夫されたことで

あり、他人が口を挟む筋合いではないかと思いま

す。 

・ただ気になるのは、収穫せずに放置されている果

樹が目立つことです。せっかく食べごろに育って

も、収穫されずにむなしく地面に落ちて、朽ち果

てていく果実の多いことには心が痛む思いです。 

・それで提言ですが、果樹を放置している所有者に、

収穫するか、または、誰でも自由に採ることを認

めるか、市で誘導していただくのはいかがでしょ

うか。 

・敷地に他人を入れることを嫌がる所有者もおられ

るでしょうから、市で登録したボランティアのよ

うな人に限定して、収穫や配分をお願いするのも

1つの方法かと思います。 

・これが実現すれば食品の廃棄物問題にひとつの解

決策が見つかることになり、わが市の高感度は間

違いなくあがります。また街の美観保持にも大き

な効果があります。ぜひご検討をお願いします。 

・なお同様の提言を商工農政課の北名古屋市都市農

業振興基本計画（案）のパブリックコメントにも

申し上げさせていただきました。 

・P6-24 6章「６－３農地の多

面的な機能を活用し、潤いとゆ

とりある暮らしにつなげます」

にて、食育の場の提供や市民農

園やレジャー農園の充実に取

り組んでいくこととしていま

す。いただいたご意見は、これ

らの施策を具体的に検討する

際の参考にさせていただきま

す。 


